
 

 

〇
財 

務 

省

経
済
産
業
省
告
示
第
五
号 

外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守
基
準
を
定
め
る
省
令
（
令
和
五
年
財
務
省
、
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
第
二
条
第
一
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
特
定
の
者
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日 

財
務
大
臣 

鈴
木 

俊
一 

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理 

国
務
大
臣 

岡
田 

直
樹 

一 

ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
共
和
国
の
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
自
然
人
で
あ
っ
て
、
ミ
ロ
シ
ェ

ヴ
ィ
ッ
チ
前
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
共
和
国
大
統
領
及
び
同
氏
の
関
係
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
者
（
欧
州
連
合

が
、
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
共
和
国
に
対
す
る
制
裁
に
関
連
し
て
、
在
外
資
金
の
凍
結
措
置
を
維
持
す
る
対
象
と
し

て
、
ミ
ロ
シ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
前
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
共
和
国
大
統
領
及
び
同
氏
の
関
係
者
を
定
め
た
件
（
平
成
十
二
年

十
二
月
外
務
省
告
示
第
五
百
十
九
号
）
で
定
め
る
者
を
い
う
。
） 



 

 

二 

タ
リ
バ
ー
ン
関
係
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
の

措
置
の
対
象
と
な
る
タ
リ
バ
ー
ン
関
係
者
等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
三
年
九
月
外
務
省
告
示
第
三
百
三
十
二
号
）
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。
） 

三 

テ
ロ
リ
ス
ト
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
が
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対
す
る
資
産
凍
結
等
の
対

象
と
し
て
個
人
及
び
団
体
を
定
め
た
件
（
平
成
十
四
年
一
月
外
務
省
告
示
第
十
号
）
及
び
先
進
主
要
七
箇
国
（
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
、
カ
ナ
ダ
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
及
び
日
本
国
）
が
協
調
し
て
資
産
凍
結
等
の
措
置
を
実
施
す
る
対
象
と
な
る
テ
ロ
リ
ス
ト
等
の
個
人

及
び
団
体
を
定
め
た
件
（
平
成
十
四
年
四
月
外
務
省
告
示
第
八
十
二
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

四 

イ
ラ
ク
前
政
権
の
機
関
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等

の
措
置
の
対
象
と
な
る
イ
ラ
ク
前
政
権
の
機
関
、
高
官
又
は
そ
の
関
係
者
等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
二
年
七
月
外
務
省

告
示
第
三
百
四
十
二
号
。
次
号
に
お
い
て
「
イ
ラ
ク
前
政
権
の
機
関
、
高
官
又
は
そ
の
関
係
者
等
を
指
定
す
る
件
」
と
い

う
。
）
別
表
の
Ⅱ
．
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
） 

五 

イ
ラ
ク
前
政
権
の
高
官
又
は
そ
の
関
係
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
イ
ラ
ク
前
政
権
の
機
関
、
高
官
又
は
そ



 

 

の
関
係
者
等
を
指
定
す
る
件
別
表
の
Ⅰ
．
及
び
Ⅲ
．
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
） 

六 
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
対
す
る
武
器
禁
輸
措
置
等
に
違
反
し
た
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全

保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
移
動
の
制
限
及
び
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
対
す
る
武
器
禁

輸
措
置
等
に
違
反
し
た
者
等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
七
年
十
一
月
外
務
省
告
示
第
千
百
一
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
） 

七 

ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
ダ
ル
フ
ー
ル
和
平
阻
害
関
与
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会

決
議
に
基
づ
く
移
動
の
制
限
及
び
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
ダ
ル
フ
ー
ル
和
平
阻
害
関
与
者

等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
八
年
六
月
外
務
省
告
示
第
三
百
七
十
四
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

八 

北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
又
は
大
量
破
壊
兵
器
計
画
に
関
連
す
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障

理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
金
の
移
転
防
止
措
置
の
対
象
と
な
る
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
又
は
大
量
破
壊
兵
器
計
画
に
関
連
す
る

者
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
八
年
九
月
外
務
省
告
示
第
五
百
四
十
九
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
、
北
朝
鮮
に
関
連
す

る
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
北
朝
鮮
に
関
連
す
る
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
者
を
指
定
す
る
件



 

 

（
平
成
二
十
一
年
五
月
外
務
省
告
示
第
二
百
九
十
七
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
北
朝
鮮
の
核
そ
の
他
の
大
量
破

壊
兵
器
及
び
弾
道
ミ
サ
イ
ル
関
連
計
画
そ
の
他
の
北
朝
鮮
に
関
連
す
る
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
よ
り
禁
止
さ
れ

た
活
動
等
に
関
与
す
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与

す
る
た
め
に
講
ず
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
北
朝
鮮
の
核
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
及
び
弾
道
ミ
サ
イ
ル
関
連

計
画
そ
の
他
の
北
朝
鮮
に
関
連
す
る
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
活
動
等
に
関
与
す
る
者
を
指
定

す
る
件
（
平
成
二
十
五
年
四
月
外
務
省
告
示
第
百
十
八
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

九 

ソ
マ
リ
ア
に
対
す
る
武
器
禁
輸
措
置
等
に
違
反
し
た
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事

会
決
議
に
基
づ
く
移
動
の
制
限
及
び
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ソ
マ
リ
ア
に
対
す
る
武
器
禁
輸
措
置
等
に
違
反
し

た
者
等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
二
年
六
月
外
務
省
告
示
第
三
百
十
二
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

十 

リ
ビ
ア
の
カ
ダ
フ
ィ
革
命
指
導
者
及
び
そ
の
関
係
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決

議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
リ
ビ
ア
の
カ
ダ
フ
ィ
革
命
指
導
者
及
び
そ
の
関
係
者
を
指
定
す
る
件
（
平

成
二
十
三
年
三
月
外
務
省
告
示
第
七
十
五
号
。
次
号
に
お
い
て
「
リ
ビ
ア
の
カ
ダ
フ
ィ
革
命
指
導
者
及
び
そ
の
関
係
者
を
指

定
す
る
件
」
と
い
う
。
）
別
表
の
Ⅱ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
） 



 

 

十
一 

リ
ビ
ア
前
政
権
の
機
関
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
リ
ビ
ア
の
カ
ダ
フ
ィ
革
命
指
導
者
及
び
そ
の
関
係
者
を

指
定
す
る
件
別
表
の
Ⅰ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
） 

十
二 

シ
リ
ア
の
ア
ル
・
ア
サ
ド
大
統
領
及
び
そ
の
関
係
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
平
和
の
た
め
の
国
際

的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
シ
リ
ア
の
ア
ル
・
ア
サ
ド
大
統

領
及
び
そ
の
関
係
者
等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
三
年
九
月
外
務
省
告
示
第
三
百
十
五
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

十
三 

ク
リ
ミ
ア
自
治
共
和
国
及
び
セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー
ポ
リ
特
別
市
の
ロ
シ
ア
連
邦
へ
の
「
併
合
」
又
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
不

安
定
化
に
直
接
関
与
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
者
並
び
に
ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
る
「
編
入
」
と
称
す
る
行
為
に
直
接
関
与
し
て

い
る
と
判
断
さ
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
東
部
・
南
部
地
域
の
関
係
者
と
判
断
さ
れ
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国

際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ク
リ
ミ

ア
自
治
共
和
国
及
び
セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー
ポ
リ
特
別
市
の
ロ
シ
ア
連
邦
へ
の
「
併
合
」
又
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
不
安
定
化
に
直

接
関
与
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
者
並
び
に
ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
る
「
編
入
」
と
称
す
る
行
為
に
直
接
関
与
し
て
い
る
と
判
断

さ
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
東
部
・
南
部
地
域
の
関
係
者
と
判
断
さ
れ
る
者
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
六
年
八
月
外
務
省
告
示

第
二
百
六
十
七
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 



 

 

十
四 

資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団
体
及
び
個
人
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
平
和
の

た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団

体
及
び
個
人
を
指
定
す
る
件
（
令
和
四
年
二
月
外
務
省
告
示
第
七
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
令
和
四
年

第
七
十
九
号
告
示
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
（
次
号
に
お
い
て
「
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ

シ
ア
連
邦
の
団
体
及
び
個
人
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
令
和
四
年
第
七
十
九
号
告
示
（
別
表
１
）
及
び
（
別
表
３
）
に
掲
げ

る
団
体 

十
五 

資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団
体
及
び
個
人
の
う
ち
、
令
和
四
年
第
七
十
九
号
告
示
（
別
表

２
）
に
掲
げ
る
個
人 

十
六 

証
券
の
発
行
等
の
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団
体
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
平
和
の
た

め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
証
券
の
発
行
等
の
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦

の
団
体
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
六
年
九
月
外
務
省
告
示
第
三
百
十
四
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

十
七 

証
券
の
発
行
等
の
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
政
府
そ
の
他
政
府
機
関
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も

の
（
国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
証
券
の
発
行
等
の
禁
止
措
置
の
対
象



 

 

と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
政
府
そ
の
他
政
府
機
関
等
を
指
定
す
る
件
（
令
和
四
年
二
月
外
務
省
告
示
第
八
十
号
）
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。
） 

十
八 

輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団
体
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
平
和
の
た
め

の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
団

体
を
指
定
す
る
件
（
令
和
四
年
三
月
外
務
省
告
示
第
八
十
二
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

十
九 

資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
の
個
人
及
び
団
体
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際

平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ベ
ラ
ル
ー

シ
共
和
国
の
個
人
及
び
団
体
を
指
定
す
る
件
（
令
和
四
年
三
月
外
務
省
告
示
第
九
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い

て
「
令
和
四
年
第
九
十
一
号
告
示
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
（
次
号
に
お
い
て
「
資
産
凍
結
等
の
措
置
の

対
象
と
な
る
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
の
個
人
及
び
団
体
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
令
和
四
年
第
九
十
一
号
告
示
（
別
表
１
）
に

掲
げ
る
個
人 

二
十 

資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
の
個
人
及
び
団
体
の
う
ち
、
令
和
四
年
第
九
十
一
号
告
示

（
別
表
２
）
及
び
（
別
表
３
）
に
掲
げ
る
団
体 



 

 

二
十
一 

輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
の
団
体
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
平

和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ベ
ラ

ル
ー
シ
共
和
国
の
団
体
を
指
定
す
る
件
（
令
和
四
年
三
月
外
務
省
告
示
第
百
四
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

二
十
二 

中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
に
お
け
る
平
和
等
を
損
な
う
行
為
等
に
関
与
し
た
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
移
動
の
制
限
及
び
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和

国
に
お
け
る
平
和
等
を
損
な
う
行
為
等
に
関
与
し
た
者
等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
六
年
八
月
外
務
省
告
示
第
二
百
八
十

二
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

二
十
三 

イ
エ
メ
ン
共
和
国
に
お
け
る
平
和
等
を
脅
か
す
活
動
に
関
与
し
た
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連

合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
移
動
の
制
限
及
び
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
イ
エ
メ
ン
共
和
国
に
お
け
る
平

和
等
を
脅
か
す
活
動
に
関
与
し
た
者
等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
外
務
省
告
示
第
三
百
九
十
四
号
）
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。
） 

二
十
四 

南
ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
平
和
等
を
脅
か
す
行
為
等
に
関
与
し
た
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合

安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
移
動
の
制
限
及
び
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
平
和
等
を



 

 

脅
か
す
行
為
等
に
関
与
し
た
者
等
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
七
年
九
月
外
務
省
告
示
第
三
百
二
十
三
号
）
で
定
め
る
も
の

を
い
う
。
） 

二
十
五 
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動
又
は
核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
与
す
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
イ
ラ
ン
の
拡
散
上
機
微
な
核
活
動
又
は

核
兵
器
運
搬
手
段
の
開
発
に
関
与
す
る
者
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
八
年
一
月
外
務
省
告
示
第
二
十
一
号
）
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。
） 

二
十
六 

マ
リ
共
和
国
に
お
け
る
平
和
等
を
脅
か
す
行
為
等
に
関
与
し
た
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合

安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
移
動
の
制
限
及
び
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
マ
リ
共
和
国
に
お
け
る
平
和
等
を

脅
か
す
行
為
等
に
関
与
し
た
者
等
を
指
定
す
る
件
（
令
和
二
年
三
月
外
務
省
告
示
第
九
十
五
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
） 

二
十
七 

ハ
イ
チ
に
お
け
る
平
和
等
を
脅
か
す
行
為
等
に
関
与
し
た
者
等
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全

保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
の
措
置
等
の
対
象
と
な
る
ハ
イ
チ
に
お
け
る
平
和
等
を
脅
か
す
行
為
等
に
関
与
し

た
者
等
を
指
定
す
る
件
（
令
和
四
年
十
一
月
外
務
省
告
示
第
三
百
八
十
八
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 


